
　

ア
ジ
研
図
書
館
は
、
発
展
途
上

国
各
国
の
法
律
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
を
数
多
く
受
け
付
け
て
き

た
。
こ
こ
で
は
過
去
の
レ
フ
ァ
レ

ン
ス
記
録
を
参
照
し
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
法
律
を
調
べ
る
う
え
で
有

用
と
思
わ
れ
る
資
料
を
紹
介
し
た

い
。

　

法
律
と
い
っ
て
も
、
そ
の
資
料

形
態
は
冊
子
体
資
料
、
マ
イ
ク
ロ

資
料
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
コ
ン

テ
ン
ツ
な
ど
多
様
で
あ
る
。ま
た
、

使
用
言
語
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の

原
典
の
み
の
資
料
と
日
本
語
や
英

語
に
翻
訳
さ
れ
た
資
料
が
あ
る
。

近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
自

動
翻
訳
ペ
ー
ジ
が
充
実
し
つ
つ
あ

る
の
で
、
日
本
語
、
英
語
に
限
ら

ず
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
資
料
も

紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、冊
子
体
資
料
で
あ
る
が
、

逐
次
刊
行
物
か
ら
み
て
い
き
た

い
。

　

日
本
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
協
会
が
一

九
七
二
年
八
月
に
創
刊
し
た
月
刊

誌
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
経
済
法
令
時

報
』
は
、
重
要
な
経
済
関
連
法
を

「
法
律
（undang-undang

）」

の
レ
ベ
ル
か
ら
「
省
決
定
」、「
大

臣
規
則
」、「
大
臣
決
定
」、「
中
銀

総
裁
規
則
」
の
レ
ベ
ル
に
至
る
ま

で
訳
出
し
て
い
る
。
経
済
関
連
法

や
制
度
の
概
要
を
解
説
し
た
日
本

語
資
料
と
し
て
は
ジ
ャ
カ
ル
タ
・

ジ
ャ
パ
ン
・
ク
ラ
ブ
が
、
二
年
お

き
に
出
版
す
る『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
が
あ
る
。
競
争

法
、
消
費
者
保
護
法
、
破
産
法
、

会
社
法
、
投
資
法
な
ど
の
内
容
と

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
つ
か
む
う
え

で
有
用
で
あ
る
。

　

各
省
庁
の
「
総
局
規
則
」
の
レ

ベ
ル
ま
で
細
か
く
調
べ
る
場
合
に

役
立
つ
資
料
と
し
て
は
、
ジ
ャ
カ

ル
タ
の
一
民
間
企
業
が
一
九
五
七

年
か
ら
出
版
し
て
い
る“Busi-

ness new
s ”

が
あ
る
。
英
語
版

と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
版
が
そ
れ
ぞ

れ
週
二
回
と
週
三
回
発
行
さ
れ
て

お
り
、
毎
号
五
本
か
ら
一
〇
本
ほ

ど
の
経
済
関
連
法
規
の
全
文
が
掲

載
さ
れ
る
。
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
で
も

多
用
す
る
資
料
で
あ
る
。

　

次
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
法

律
年
鑑
の
機
能
を
持
つ
資
料
と
し

て
、
一
九
五
〇
年
か
ら
一
九
九
三

年
ま
で
国
家
官
房
が
発
行
し
て
い

た
①“Lem

baran Negara R. I. ”

（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
法
律
公

報
）と
②“Lem

baran Negara R. 
I., Tam

bahan ”

（
同
追
加
法
律

公
報
）
が
あ
る
。
こ
の
二
種
類
の

年
鑑
は
一
九
九
四
年
以
降
、
民
間

出
版
社
で
あ
るEko Jaya

社
が

統
合
し
た
形
で
③“Him

punan 
peraturan perundang-undan-
gan R. I. ”

（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和

国
法
律
・
法
令
集
）
と
題
し
て
出

版
を
続
け
て
い
る
。
①
は「
法
律
」

か
ら
「
大
統
領
決
定
（keputusan 

presiden

）」
に
至
る
ま
で
の
上

位
に
位
置
す
る
法
律
を
、
②
は
①

の
条
文
注
釈
を
公
布
日
順
に
掲
載

す
る
。
③
は
、「
大
統
領
訓
令

（instruksi presiden

）」
以
上
の

レ
ベ
ル
の
法
律
を
種
類
別
・
公
布

年
月
日
順
に
収
録
す
る
。

　

単
行
書
に
目
を
移
す
と
、
日
本

語
資
料
の
な
か
に
、
利
用
価
値
の

高
い
も
の
が
あ
る
。『
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
共
和
国
民
法
典
』
日
本
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
協
会
訳
（
日
本
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
協
会　

一
九
六
八
年
）
は

民
法
典
の
本
邦
初
の
全
訳
で
あ

る
。
巻
末
に
詳
し
い
民
法
事
項
索

引
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
使
い
や

す
い
。
日
本
国
際
問
題
研
究
所
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
部
会
編
『
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
資
料
集
』（
日
本
国
際
問
題

研
究
所　

一
九
七
二
〜
七
三
年　

全
二
冊
）
は
、
一
九
四
五
年
か
ら

一
九
六
七
年
ま
で
に
公
布
さ
れ
た

歴
史
的
に
価
値
の
高
い
法
律
を
訳

出
し
て
い
る
。
佐
藤
百
合
編
『
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
資
料
デ
ー
タ
集　

ス

ハ
ル
ト
政
権
崩
壊
か
ら
メ
ガ
ワ

テ
ィ
政
権
誕
生
ま
で
』（
ア
ジ
ア

経
済
研
究
所　

二
〇
〇
一
年
）は
、

一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
に

か
け
て
の
民
主
化
へ
の
変
動
期
を

跡
付
け
る
重
要
な
法
律
を
訳
出
し

て
い
る
。

　

当
館
は
先
に
述
べ
た
法
律
公
報

を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
シ
ュ
の
形
態
で

も
所
蔵
し
て
い
る
。
当
館
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
開
き
、「
地
域
か
ら

探
す
」、「
東
南
ア
ジ
ア
」、「
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
語
資
料
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ッ
シ
ュ
」
と
た
ど
っ
て
い
た

だ
き
た
い
。
三
つ
あ
る
フ
ァ
イ
ル

の
内
、最
初
の
フ
ァ
イ
ル
の
「
六
．

法
律
等
」
に
掲
載
さ
れ
た“Lem

-
baran-negara R. I. ”

（
請
求
番
号
：

SE-221

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
冊
子

体
で
は
未
所
蔵
の
一
九
五
〇
年
か

ら
五
八
年
に
か
け
て
の
法
律
を
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
シ
ュ
で
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

最
後
に
、
ウ
ェ
ブ
上
で
ア
ク
セ

ス
と
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
な
コ

ン
テ
ン
ツ
を
み
て
い
き
た
い
。
一

〇
年
ほ
ど
前
ま
で
、
法
律
関
係
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
で
法
律
の
番
号
や
公

布
年
月
日
な
ど
が
分
か
ら
な
い
場

合
、
大
体
の
見
当
を
つ
け
て
現
物

を
逐
一
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た
現
在
で
は
、

サ
ー
チ
エ
ン
ジ
ン
に
キ
ー
ワ
ー
ド

を
入
力
す
る
だ
け
で
、
簡
単
に
法

文
へ
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

し
か
し
、
法
律
の
種
類
と
公
布

年
が
分
か
る
の
で
あ
れ
ば
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
政
府
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
（http://w

w
w
.indonesia.

go.id

）
を
お
薦
め
す
る
。
そ
の

最
初
の
画
面
を
英
語
に
切
り
替
え

た
後
、「Law

 Regulations

」
を

選
択
す
る
と
、「Law

s

」、「G
ov-

ernm
ent Regulation in Lieu 

of Law

」、「G
overnm

ent Reg-
ulation

」、「Presidential Reg-
ulation

」、「Presidential D
e-

c
re
e

」
、
「P

re
sid
e
n
tia
l 

Instruction

」、「PU
U
 Ratifica-

tion

」
と
七
種
の
法
律
が
プ
ル
ダ

ウ
ン
で
示
さ
れ
る
。
次
に
法
律
の

種
類
を
選
び
公
布
年
を
指
定
す
れ

ば
、
リ
ス
ト
が
現
わ
れ
る
。
読
み

た
い
法
律
の
番
号
を
選
択
す
る
こ

と
で
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
化
さ
れ

た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
法
律
の
原

典
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
と
な
る

（
二
〇
一
二
年
五
月
一
五
日
ア
ク

セ
ス
）。

　

各
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
関

連
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
方
法
も
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

か
ら「Legal product

」、「Legis-
lation and Regulation

」
な
ど

を
選
択
す
る
と
、
上
位
の
法
律
だ

け
で
な
く
、「
大
統
領
訓
令
」よ
り

下
に
位
置
す
る
各
省
の
規
則
、
告

示
、
通
達
類
な
ど
を
閲
覧
で
き
る

場
合
が
多
い
。

（
た
か
は
し　

む
ね
お
／
ア
ジ
ア

経
済
研
究
所　

図
書
館
）

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
法
律
を
探
す
に
は高

橋
宗
生
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